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は じめ に

最近 企 業 の危 機 を呼 ぶ リス ク事 件 や米 国 ニ ュー ヨー クの テ ロの よう な国家 の威 信

にか か わ る社 会 的大 事 件 が 多 く発 生 し、 マ ス コ ミで は リス ク管 理 、 危機 管 理 が 十 分

で ない とい う よ うな批 判 が な され て い る。

こ れ らの事 件 以 来 リス ク管 理 、 危機 管 理 につ い て 世 間 の 関心 も極 め て高 くな っ て

い る。 しか し リス クや危 機 管 理 の必 要性 を説 く論議 に はや や もす る と大衆 に危 機 感

を煽 り、 断片 的 な リス ク対 策 の処 方箋 を出す 便 宜 的 な もの や い わ ゆ るハ ウ ツー もの

が 多 く、 リス ク対 策 の全 体 像 や あ るべ き対 策 の 根 本 的姿 勢 が 示 され て い ない 。

この よ うな時代 の背 景 の も とで 、神 奈 川大 学 の 経 営学 部 国 際経 営研 究所 にお い て

リス クマ ネ ジ メ ン トの共 同研 究 プ ロ ジ ェ ク トが平 成13年 度 に発 足 した。 そ して各 専

門 の研 究 分 野 か ら ビジ ネス リス ク ・危機 管 理 の問 題 を分 析 し問題 解 決 へ の 処 方 を示

そ う と試 み る こ とに な った。 この 共 同研 究 は 目下 各研 究 員 に よ り進 行 中 で あ るが 、

これ までの研 究 の 中間報 告 と して、 筆 者 は さ きに小 論 を発 表 した。 そ れ は この よ う

な危 機 感 に立 って 、現 在 の リス ク ・危機 管理 論 の問 題 点 を論 じ、具 体 的 リス ク対 策

につ い ての 私 案 を提 示 しよ う と試 み た もの で 、筆 者 の 「リス クマ ネジ メ ン ト危機 管

理 序 説 一 リス ク ・危機 管 理 方 法 論 の 問題 と提 言 一(神 奈 川大 学経 営 学 部 「国 際経 営

論 集 」 第23号(2002年3月)と い う論 文 で あ る。 そ の続 篇 にあ た る もの と して 、 こ

の小 論 を この 国際 経 営 フ ォー ラム に発 表 す る もので あ る。

1国 際 取 引 に と もな う ビジ ネ ス リス ク

国 際取 引 とい っ て もそ れ は千 差 万 別 で あ る。 そ の業 種 も製 造 、販 売 、金 融 、役 務

な ど様 々 で あ り、 それ らに と もな う ビジ ネス リス ク も多 様 で あ る。 リス ク ・危機 の
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発生が直接又 は間接 に関係す る業態又 は部 門は次の ように大 き く6分 類で きる。

① 製造

②販 売 ・営業

③財務 ・金融

④ 人事 ・労務

⑤役 員

⑥経営

以下に各部門 について生ず る リス クを説明 しよう。

① 製造 … 他 人の工業所有権 の侵害、工場 ・設備 の爆発 、油流 出 ・臭気発 生等

環境破壊、操 業停止 、原料供給 ルー トの停止、疫病 による人 ・物流 の停止

② 販売 ・営 業 … 欠 陥商 品の販売 に よるPL問 題 、有 毒成 分混入 の食 品販売 、

市場不況 ・崩壊 、販売 ・営業活動継続 の不可能、 中止 、代金 回収の不可能、取 引先

の倒産

③財 務 ・金融 … 融資 ス トップ、資金 シ ョー ト、公 共工事 の履 行保証枠拡大 、

担保価値 の下落 、為替相場 の変動 、従業員の無 断投機 取引、収益 の低下

④人事 ・労務 … 労働 問題、ス トライキ、 リス トラ、人事整理 の問題 、職場秩

序 の問題(無 断欠勤 の増加等)、 従業員 の退職増、募集の困難 、外 国人労働者 問題 、

男女差 別、セ クシュアル ・ハ ラス メ ン ト、 中堅 ・上級幹部 の対 立、 ス タッフ造反 、

従業員の不正行為(横 領 背任)、 事故増加

⑤役 員 … 社長、取締役 の経営責任(代 表訴訟)、 役員間の対立、抗争

⑥経営 … 法務 、行政、情報等経営 全体 の問題 で上記分類 に含 まれ ない もの。

例 えば、 コ ンプライア ンス違反 による責任 、政府 に よる業務 許可取 り消 し等、新規

事業開始 の失敗、海外事業進 出の失敗 、M&Aを しかけ られての紛争、投資 の失敗 、

情報セ キュリテ ィや情報化への対応 の遅 れ、産業スパ イ事件 、秘密漏洩事件、 デー

タ流出、知 的財 産権 に関す る紛争、米 国等 での訴訟

2国 際取引と契約の関係

世の 中で一般 に取引 といわれ るものは、取引の当事者 が金銭 や商 品や役務(サ ー

ビス)を 求めて交渉 して契約 を成立 させ る ことであ る。金 や物 品が動 くとき、正常

な取引 では法律 的 にみる と契約が あるのが普通 であ る。(仮 に契約 な しに物 品の移

動 があれば犯罪 は別 として、法律上 の根拠 な しに動 いた ものであ り不当利得 や事務

管理 とい うような別 の法律 的仕組 みに よって清算 され る。)
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従 って、契約 は取引 の表現形式であ る。上記 の ビジネスの6部 門 も、対外 的 に関

係す る とき(購 入 、販売、雇用 な ど)原 則 と して契約 とい う形式 をとる取引 となる。

取 引内容 は、取引 を望 む当事者 の意思が交錯 し当事者 の交渉で決 まる。契約 は従 っ

て一方 の都合で決 まるこ とは少な く、当事 者の妥協 の産物であ る。契約が成立 し発

効 す ると、 当事者 に対 し契約 条項 に従 って履 行すべ き権利義務が発生す る。 当事者

の真意 と異 なった契約表現 となっている ときは錯誤 の問題 となる。

ついで契約 内容 に従 って履行 がな される段 階 になるが、内容通 り履行 されない こ

とが しば しばある。 それが契約の債務不履行 、契約違反である。 この不履行 に対 し

て、履 行義務 を負 う当事者 の側 に非難 されるべ き責任 があ る場合 、その当事者 に契

約違反の リス クを負 わせ る。不履 行の原 因の中には不可抗力 ともいえる、 どちらの

当事者の責任 も問えない性 質の もの もある。 しか し、不履行 の事実 は生 じたのであ

るか ら、 この リス クはいず れかの当事 者が負 わねばな らない。 この リスクへの対処

は重要で あ り、その場合 の対策が契約 に規定 されていればそれ に従 う。 それが ない

とき、当事 者の交渉が再 び必要 になるこ とが多 く、当事者の権利義務 の変更 を招 く

困難 な事態 となる。

この ように取引 は資本 主義 の もとで は原 則 として契約 に よって なされるか らビジ

ネス リス クは契約の 中に含 まれている。 リス クと して予想す るこ とので きる もの も

あ る し、ハザ ー ドとして リス クとは予想 しに くい もの もある。契約 の中 にひそ む リ

ス クを見抜 くとい うのは難 しい ことが多い。それで も国内取引で は色 々痛 い 目にあ

うの を目撃す る例 も多いので見抜 くことはで き易い。 しか し国際取 引 ともなる と慣

れてい ない ことが多 く、国際契約の リスクを見抜 くのは一段 と難 しい。

以下 に国際契約 の リスクについて契約 の成立 、履行 、終 了 とい う段 階 にそって各

論的 に検討す る。

3国 際契約の リスク

(1)国 際契約の種 類 と一般条項

国際契約 と国内契約 との相違 は、当事者(個 人又 は法人)の 属す る国が異 なるか

どうかであ る。そ して国際契約 も取 引の種類 に よって契約 の内容 も形態 も違 って く

るので 、劃一的 に問題 を論ず るこ とはで きない。特 に ビジネス リス クとの関連 で生

ず る問題 は多様 で複雑であ る。

そ こで まず国際契約 には どの ような種類 があるのか見てみ よう。
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① 貿易(商 取引)契 約

② 運送契約

③ ロー ン(融 資)契 約

④ リース契約

⑤ 建設契約

⑥ プラ ン ト契約

⑦ 特許 ・技術 ライセ ンス契約

⑧ 商標 ライセ ンス契約

⑨ 著作権 ライセ ンス契約

⑩ 合弁(共 同事業)契 約

⑪ 共 同研究 開発契約

上記 は 日常眼 にふれる もので あるが、 この他 に も多 くあ り、予想 される取引類型

の数 だけ異 な った契約があ るといって もよい位で ある。

それで はこれ ら国際契約 に共通す る ものはないのか といえば、か な りの共通 した

問題 とそれ に対応す る契約条項 はあ る。上記 の ような多数の契約類型 の中で も、基

本的 な もの とそ うでない もの とがあ る。前者 の うち世の 中で最 も広 く行 われてい る

もの とい えば国際売買(貿 易)契 約であ る。従 って、 その条項 を検討す れば国際 間

の諸 々の取 引の基本的、典型的問題 に接 する ことになる。そ こで、国際売買契約の

中で も、特異 な取引条項 はさておいて、一般条項 とい われ る条項 をと りあげ、そ こ

にひそむ リスクを重点 的 に検 討す ることと したい。

(2)契 約成立 の リス ク

(a)契 約の成立 と発効の違い

契約 は効力 を生 じた ときか ら契約 当事者 を拘 束 し、契約上の権利 ・義務が生 じる。

この効力 の生ず る 日が契約 の発効 日であ り、明確 で なければな らない。いつか ら契

約 が発効 したのか不 明だった りあやふや では問題 が生 じる。

さて契 約 の発効 は当事 者の発効 日につい ての合意 に よって生 ず るのが原 則 であ

る。発効が政府の許認可 を要す るとい うような場 合は合意 だけでは発効 しない。 ま

た、当事者が発効 日を署 名 日で な く別 のある事 実の発 生 にかか らせ るこ とがあ る。

これ を条件 とい うが、条件 には条件事実が発生す るまで契約 の効力が生 じない もの

(停止条件)と 、条件 事実 が発 生す る と効力 が失 われ る もの(解 除条件)が あ り、

成立 の問題 の ときは停止条件 の場合 である。停止 条件 の場合 はいつ条件事実 が生 じ
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たかが曖昧な ことが あ り、その ときは発効 日も曖昧 となる。例 えば資本 の頭金 の一

部が振 り込 まれた とき、本社 の取締役会 の承認や或 いは法律顧問 、弁護士 の承認 を

得 た ときとい う場合 、その承認 を得 られない と契約 は発効 しない。 また、承認手続

をとるこ とを義務づ け られている当事者 に対 し、相手方は承認 を得 られ なか った こ

とを理 由に損 害賠償 を請求す るこ とがあ り、訴訟 になった例 もある。契約の不発効

はその当事者 にとっての リス クである。

では停止条件付 の契約 は発効 までは何 の役 に も立 たない契約 なのか。通常 は当事

者 の署名 な り捺印 に より契約書 の形式 として完成 しているか ら、契約 は成立 してい

る。成立 している もの は契約 の不存在 とは異 なる。不存在 な ら契 約は ない もの とし

て無視 で きる。未発効 の ときは当事者 を拘 束す る権利義務が未発 生であ る。未発効

だが成立 した契約 には法律 上看過 で きない効果や リス クが ある。例 えば、わ ざと発

効 させ なか った とい うクレームがつけ られた り、その ことで紛争が生 じた ときの裁

判の管轄権 や準拠法 を決定す る ときは成立 してい る契約 を前提 にいか なる法律 を適

用す るか を考 えるこ とになろ う。

(b)許 認可の問題

合弁契約 な どで、投資先 の政府の許認可 を必要 とす る例 が多 い。許認可 を得 るこ

とが投資先 国の当事者側 の義務 とされ るのが通常 であるが、許認可 を意図的 に とろ

うと しなかった りす るときはその義務 違反 となる。許認可が有効 条件 である ときは

契約 は発効 しない。その場合 の リス クはいずれの当事者が負 うのか、経費や損 害が

あ るときの負担者 はいずれの当事者 か。 この点が契約上規定 されてい なければ紛 争

が生 じよう。その リス ク対策 を契約 中に講 じておかなければな らない。

(c)書 面 と口頭による契約の効力

我国 では契約 は原則 として書面 に しな くとも有効 であ る。 これ には例外 があ る。

(例えば書面 によ らない贈与契約 は取 り消 す ことがで きる。)し か し外 国の法制 は我

国 と同 じとは限 らない。書面 によらない契約 は有効 でない とす る外国 もかな りあ り、

こ うした要式行為 を有効の要件 とす る所 では 日本的考 えで処理す る と契約は無効 と

なる とい うリス クがあ る。 また口頭契約 は仮 に有効で も曖昧 さの欠点 があ るので、

誤解や紛 争 を防 ぐため契約書面 を作 ることは紛争 リス ク防止 の上 か らも有益 な こと

で、国際取引 では必須 である。

「契約書」 とい う題名 のない書面、例 えば覚書 とか念書 とい う題 目の文書 は契約

書 でない と思 う人がわ りと多 い。 しか し、契約 は題名 に よるのでな く、内容 による

のであって、あ る程 度の詳 しさで当事者の権利義務が規定 されていればその文書は
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契 約 書 とみ な さ れ る。 外 国 と の 取 引 で も、Agreernentと かContractと い う タ イ トル

で な く、Memorandumと かLetterofIntentと い う手 紙 形 式 で も契 約 とみ な され る こ

とが あ る か ら、 十 分 注 意 しな け れ ば な ら な い 。

(3)契 約履 行の リス ク

契約が当事 者の交渉で まとま り発効す る。それは取 引交渉 の終 りで な く本 当の始

ま りである。内容 通 り履行 されるか どうかが最 も重要 な ことであ る。履行 されない

可能性 と履行 されない ときの対策 を考慮 して予 防対策 を規定 してお くこと、それが

履行の リス ク対策 であ る。

(a)契 約条項 の中で、履行上問題 とな りそ うな リスクには予見で きる もの と予見 の

で きない ものがある。予見で きる リス クとは、例 えば為 替 リス クとか インフレリス

ク とい うような十分将来起 こ りうると予見 される リス クであ る。 これ らは価 格交渉

の際 にどち らの当事者が リス クを負担す るか、 リス ク分担割合 をどうす るか を決定

す るこ とので きる ものであ る。履行上生 じる可能性の ある リス クを事前 に網羅 し、

交渉の場 で リスク負担 を決定 してお くことが必要であ る。 これ らが契約締結 上大 き

なネ ックとなって中々契約成立 に至 らない場合 もあ る。 その ような場合契約 中にわ

ざと規定 しないでお くこ ともある。 その場合 は、規定 しないために将来万一 リス ク

が実現 した とき、 どちらが どの程度不利益 を受け るか とい うリス クを較量 し予想 し

てお く必 要がある。

(b)予 見 で きない リス ク とは、例 えば建設現場 の異常 な岩盤 や地質 とか隠れた埋蔵

物 の存在 な ど予想 しえない リスクであ る。請負工事 では、請負業者 に熟知義務 あ り

とされ るこ とが多いが、実際 は現場 の完全 な実 地情報 を入手す ることは困難 な こと

が多 く、その とき予想 だに してい ない困難が発生す る ときの リス クにどう対処す る

か とい う問題 があ る。発注者の提供 した情報 の不完全や誤 りに起 因す るとき、 どの

程度 まで リス クの責任 を発注者 に負 わせ ることがで きるか とい う問題 もある。地震 、

戦争の ような不可抗力 といわれ る予 見で きない リスク もあ るが、 これ らは当事者 に

責任 がない とされ ることが多 い。それ につ いては不 可抗力 の問題 として考察す る。

(c)不 可抗力 に基づ くリスク とは、天災地変 の ような全 く予見 もで きない もの、国

家の法律 や裁判所の命令の ような発生 はあ りうるが予見 で きない もの、ス トライキ

などの ような全 く予見で きない ことではないが、当事者 の支配 しえない事 由 に起 因

する リス クで ある。 これ は契約 当事者 の責任 とす るこ とはで きない もの として契約

上 も明記 されるこ とが多い。 また明記 されてい ない場合 で も法解釈 で相手方 に損害
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賠償 請求 はで きない とされ ることが通常 である。その対策 と しては、契約 内容 に対

応 して保 険な り下請会社への転嫁 な り色 々な リスク回避 の方法 を予め講 じてお くこ

とが必要である。

(4)契 約終了の リス ク

当事者 の合意 に よる契約の円満 な終了 は望 ま しいが、必ず しも円満 に終 らせ るこ

とがで きない ことが多い。特 に長期 間にわたる継続 的契約(代 理店契約 、長期供給

契約、合弁契約 、技 術援 助契約 、賃貸借契約 、ロー ン契約 な ど)の 終了 などでは紛

争 になることが多 く、終 了の リス クは大 きな問題 である。

契約の終了する場合 と しては契約期 間の満了 と中途終 了 とあ り、後者 には契約違

反等 を理由 とす る契約解 除 と合意 に よる解約 とある。

契約 の期 間を定め る条項 には、 当初あ る程 度短 い期 間を定めておいて当事者 に異

議 な きときは 自動 更新 とす ることが多 い。その場合何 の問題 もな く長期 間継続 した

後 に更新拒絶 され る と、その拒絶 には正当 な理由がない とい う紛争 が しば しば生ず

る。 また国際的代理店契約 は、開発途上 国な どでは特別法 を制定 して一方的な中途

解約 を制限 している例が あるので、契約 を締結す る段 階で予 めその点 を検討 してお

か なければな らない。

合弁契約 の場 合 は もっ と複雑 であ る。契 約条項で は、外 国投資家 が中途解 約 し、

あるいは持 分株式 を転売 して投資先国 よ り撤退す る方法が定 め られているこ とが多

いが 、中国の例 な どでは、実際撤 退す ることに対 し相手方が異議 を唱 える と契約 ど

お り順調 に撤退手続が進 まない ことが多い。撤退 に中国政府の認 可 を要す る とい う

規定 がある ときは認可 を得 られないで撤退 をあ きらめ ざるをえない ことが ある。 ま

た撤退 が法律 的に不可能 とい う場合 でな くとも、事実上 あるいは理 由を設 けて撤退

が困難 にさせ られるこ ともあ る。その場合 はや むな く契約 には規定 されていない清

算金、賠償 金、持分買取金 を支払 う羽 目になるのであ る。 これは大 きな ビジネス リ

スクであ り、深慮遠謀 の対策が必 要である。

(5)紛 争 の リスク

契約 の不履 行 の とき当事 者間で履 行 を求 めて交 渉 し協議 し、遂 には訴訟 になる。

不履行以外 に も、契約の解釈上見解 の相違や異 なった主張が生ず る。

国際契約 では国内契約 とは異 な る問題 があ るため こう した紛争が多い。 そ こでそ

れ らを予 め防 ぐための規 定や紛争手続 の明確 な規定 を合意 してお くこ とが必要 であ
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る。 そ れ に よ り紛 争 自体 の 防止 と紛 争 の速 か な解 決 に役 立 つ 。

この よ うな規 定 は紛 争 解 決条 項 とい い、a.準 拠 法 、b .使 用 言 語 、c.裁 判 管 轄 、

d.仲 裁 、e.合 意 の全 体 条項 、f.譲 渡 不 可 、g.通 知 な どの条 項 で あ る。 これ らの

う ちaか らdま で の条 項 につ き以 下 に契 約 リス ク とい う観 点 か ら説 明 す る。

(a)準 拠法

契約当事 者の一方が 日本、他 方が米国や中国 とい う外国の とき、契約 の解釈 は 日

本 法で行 うのか、他方の外 国法で行 うのか とい う問題 があ る。契約 の履行 に際 しま

た紛争 に際 しどち らの国の法律 によるかで、損害賠償 の額 や時効 や請求の手続 など

に大 きな違 いが あるこ とがある。そ こで有利 と思 える国の法律 か、熟知 していて依

拠す るのに安心感のあ る自国法 を援用 しようとす るのが通常 である。契約の履行 に

適用 される法律 や契約 の解釈が準拠す る法律 を準拠法 とい う。 この準拠 法は 自動 的

に裁判所が決定す るのではない。 これ を契約 中 に規定 しておけばそれ に従 うことに

な り、規定 されていない ときは、国際私法 とい う学問 に よって決定の基準 、方針 と

され てい る ところに従 って決定 され る。 この準拠法 を決定す るの は紛争 を裁判す る

裁判所 であ るが、単純 に決め られ る ものではな く、複雑であ り、それ を決定す るの

も容易 で ない。そ れで準 拠法 につ いて予 め合意 して契 約 に規定 してお くべ きであ

る。

それか ら一番誤解 を招 き易い ことであるが、裁判 をす る裁判所 の国の法律(例 え

ば 日本 の裁判所 な ら日本 法)が 自動的 にその事件 についての準拠法 になるのではな

い。 これ は区別 して考 えなければな らない。

各人が 自国の法律 を有利 と考 えるため対立 す ることも多 く交渉 には時間がかかる

こ とが多い。後 日の無益 な主張の対 立 を防 ぎ、 また 自分の側 に とって不利益 な法 の

適用 を受け るとい うリスクを防止す るために、有利 な準拠法 を定め るように してお

くべ きであ る。 いず れの 国の準拠 法が 自分 に とって有利であ るかは、法律専 門家の

意見 を徴すべ きものである。

(b)使 用 言語

契約書 に使用す る言語 と して、 どち らの当事 者の国の言語 を用い るか、あ るいは

一般 的に広 く用い られている英語 を用い るか は重 要 な問題 である
。我 々は契約 の交

渉 にあた り、実はある言語 を用 いて交渉 してい るのであ り、最終的 にそれで文章化

す る。法律 的効果や問題点 もその言語の もつ意味 を前提 と している。
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英文 の ときは英米法 とい われ る法体系 の法律術語 を前提 として理解 してお り、ま

た理解 すべ きものであ る。それ を例 えば 日本人 はその法律英語 を簡単 に和訳 した 日

本語表現 に置 き換 えて、その 日本語 を使 って 日本側 関係者 で理解 し合 って対案等 を

練 る。その ためその英語の もつ意味 が法律 的に正 しい意味 で理解 されない まま、表

面上簡単 に訳 された 日本語 の意味 とす りかえ られ てい る恐れが ある。そ こに食 い違

いや誤解が生 じひいて は後 に大 きな紛議 を引 き起 こす リス クが ひそんでいる。

それを防 ぐには、で きるだけ 自国の言語 を契約書用語 にす るように主張 し、それ

がかなわない ときは両 国語 に精通 した人の通訳 、翻訳 な りの協力 を得 て誤解 を防 ぐ

ように しなけれ ばな らない。単 に普通の英語 がで きる とい う通訳 ではな く、両国の

法律 に通 じた専 門家が望 ま しい。

(c)裁 判管轄

紛争 を訴訟で解決せ ざるをえない とき、例 えば 日本 で裁判す るかニ ュー ヨーク州

で裁判 す るかは当事者 に とって勝負 を分 ける程 の大 きな問題 である。米 国は訴訟国

家 といわれる程弁護士が多 く何 で も裁判 にす る傾 向の強 い国であ り、 しか も世界で

も稀 な陪 審制度 を とるため判 決額 も予 想 もつ か ない巨額 な もの とな る例 も多 い。

PL訴 訟 な どの リス クを考 える と日本企業 と して は米 国 を裁判 地 とす る ことに対 し

ては十分慎 重でなければな らない。契約上 の紛争解決のために、裁判管轄 の土地 と

裁判所 を予 め契約 で決定 してお くこ とが大切で ある。米国の契約書 は米国弁護士 の

強 い要求 もあ って米国の州 を裁判地 とする例が多い。しか し、日本の企業 にとって、

それは著 し く不利 な ことであるか ら、 日本側 と しては裁判管轄地 と して強 く日本 を

主張すべ きであ る、そのため激 しい交渉が行 われる ことが多いが、 この問題 は国際

契約上最重要な条項 と心得 るべ きものである。

(d)仲 裁

契約 に関連す る紛争 を伸裁 によ り解決す るとい う条項 もよ く用い られる。仲裁 は、

裁判制度 に代 る紛争 解決方法 であるか ら、仲裁 による場合 は仲裁判 断は最終的 に当

事者 を法律 上拘束す る ものであ り、それ を改 めて裁判所 で審理 し直す道はない。

つ ま り裁判 に よるか仲裁 に よるか は二者択 一の紛争解決方法であ り、両方 を契約

書 に書 くのは矛盾であ り誤 りである。 この点 よく理解 していない契約書 も散見す る

が、留意すべ きこ とである。

仲 裁条項で は、仲裁機 関 と仲裁規則 の名前 を明記 しな くてはな らない。 「パ リに
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本部 のある国際商業会議所(ICC)の 仲裁規則 に従 う」 とか 「日本の 国際商事仲裁

協会 の仲裁規則 に従 う」 とか、「米国仲裁協 会(AAA)の 仲裁規則 に従 う」 とか は

っ き り書 く。そ して、で きれば仲裁 地 と して、 自国の十地(日 本企業 であれ ば東京

とい うように)を 明記すべ きである。 一般 的 にい って米 国や中国で は不利であ る。

どうして も仲裁地 につ いて意見 が対立す る ときは被告 地主義 にす るのが よい、つ ま

り仲裁 を起 こす相手 方(被 告 側、被 申立 人側)の 住所 地 を仲裁地 とす るのであ る。

そ うしておけば、米国側 が 日本企業 を訴 えて仲裁 を提起 しようとす る ときは 日本 国

内 となるか ら米国内での手続 に引 き込 まれ ないですむ。 これは大 きな リス クの回避

策である。

以上

38


